
 一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６

の規定により公告する。 

  

令和７年１０月２９日  

長浜市病院事業管理者 髙折恭一 

 

１ 入札に付する事項  

（１）物品番号  

令和７年度長病医第１９５号  

（２）物品名称  

自動再来受付機 

（３）物品の仕様  

別添仕様書による  

（４）契約期間  

契約締結日から令和７年１２月２６日まで  

（５）履行場所  

長浜市大戌亥町３１３番地 市立長浜病院 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格要件  

次に掲げる要件を全て満たす企業とし、本業務にかかる入札参加資格の確認を受けた

ものであること。  

（１）令和７年度長浜市競争入札参加有資格者名簿に「10機械・器具 その他」で登録さ 

れている者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。  

（３）長浜市入札参加停止基準要綱（平成２４年長浜市告示第２１３号）に基づく入札参

加停止措置期間中でないこと。  

（４）客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる次の（ⅰ）から（ⅴ）の要件に該

当する者ではないこと。  

(ⅰ)会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされてい

る者  

(ⅱ)民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

る者  

(ⅲ)破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者

(ⅳ)会社法（平成17年法律第86号）に基づく特別清算開始の申立てがなされている者  

(ⅴ)銀行取引停止処分がなされている者  

（５）次の(ⅰ)から(ⅴ)の要件に該当する者ではないこと。  

(ⅰ)役員等（競争入札に参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人であ



る場合にはその役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から市との取引上の

一切の権限を委任された代理人を含む。以下「役員等」という。）が暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77 号）第２条第６号に規定する暴

力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められる者  

(ⅱ)暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下「暴力団」という。）または暴力団員が経営に実質的に関与して

いると認められる者  

(ⅲ)役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害

を加える目的をもつて、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者  

(ⅳ)役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与する

など直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると

認められる者  

(ⅴ)役員等が、暴力団または暴力団員と密接な関係を有していると認められる者 

 

３ 入札日程等 

手続等 期間等 場所等 

（1） 仕様書等の配布 公告日から令和7年11月7日（金）

17時00分まで 

市立長浜病院ＨＰからダ

ウンロードすること。 

（2） 仕様書等に関する

質問受付 

公告日から令和7年11月4日（火）

正午まで 

市立長浜病院医事課 

TEL 0749-68-2300 

Mail iji@nagahama-

hp.jp  

上記にメールにより提出

すること。メールを送信

後、電話で着信確認を行

うこと。 

（3） 質問に対する回答

期日 

令和7年11月6日（木） 

14時00分 

市立長浜病院ＨＰに掲載

する。（随時回答を掲載

する場合があるので、注

意すること。） 

（4） （初度）入札書及

び入札参加申請書

兼誓約書提出期限 

令和7年11月11日（火） 

17時00分まで 

（2）あてに郵送又は持参

により、長浜市郵便入札

実施要綱第4条に規定する

方法で提出すること。 

※別紙「入札書の送付方

法」参照。 



（5） （初度）開札予定

日時 

令和7年11月12日（水）10時00分 （2）の場所において開札

を行う。 

（6） （再度）入札書提

出期限 

令和7年11月18日（火）17時00分

まで 

（2）あてに郵送又は持参

により、長浜市郵便入札

実施要綱第4条に規定する

方法で提出すること。 

（7） （再度）開札予定

日時 

令和7年11月19日（水）10時00分 （2）の場所において開札

を行う。 

（8） 参加資格がないこ

とに対する説明請

求 

参加資格確認通知の日から起算し

て3日以内 

（2）に同じ。 

書面を持参して提出する

こと。 

（9） 説明請求に対する

回答 

説明請求書を受領した日から起算

して3日以内 

書面により通知する。 

 

４ その他 

（１）入札の無効   ア 長浜市契約規則第１７条の規定に該当する入札 

イ 確認資料に虚偽の記載をした者のした入札 

ウ 長浜市郵便入札実施要綱第６条に該当する入札 

（２）保証金     入札保証金：免除 契約保証金：免除 

（３）最低制限価格  設定しない。 

（４）支払い条件   納品完了し、検査合格後に発行された請求書に基づき支払い。  

（５）本入札は、入札書受付締切日時において入札者がいない場合中止する。 

（６）契約条項は、市立長浜病院医事課にて閲覧することができる。 

（７）本入札は、最大２回まで入札を執行することがある。 

（８）入札書に記入する金額は、導入費用、契約期間内の保守サポート費用等のすべての費

用を含む金額を記入してください。 


